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２０年度が始まり、所得税や消費税、固定資産税、自動車税・・・と、いろ

いろな税金の納入または還付があったことと思います。仕訳処理に戸惑いま

せんか？事業の必要経費になる税金、ならない税金で勘定科目が違います。

仕訳例をまとめてみました。 

仕訳例 １ 消費税の納入（未払計上）※税込み経理 

19年決算時１９年分の必要経費として消費税８０，０００円未払計上。 

借 方 貸 方 

租税公課 ８０，０００ ／ 未払消費税 ８０，０００ 

20年納入時２０年４月に１９年分消費税８０，０００円を口座振替した場合。 

借 方 貸 方 

未払消費税 ８０，０００ ／ 普通預金 ８０，０００ 

仕訳例 ２ 消費税の納入（支払時に計上）※税込み経理 

消費税８０，０００円を実際に現金で納付した場合。 

借 方 貸 方 

租税公課 ８０，０００ ／ 現 金 ８０，０００ 

仕訳例 ３ 消費税の還付※税込み経理 

還付３０，０００円が普通預金口座に入金があった場合。 

借 方 貸 方 

普通預金 ３０，０００ ／ 雑収入 ３０，０００ 

仕訳例 １ 所得税の納入（事業用の現金預金を使うとき） 

19年分所得税１００，０００円が普通預金から引落とされた場合。 

借 方 貸 方 

事業主貸 １００，０００ ／ 普通預金 １００，０００ 

仕訳例 ２ 所得税の還付（事業用の預金口座に振込まれたとき） 

還付５０，０００円が普通預金口座に入金があった場合。 

借 方 貸 方 

普通預金 ５０，０００ ／ 事業主借 ５０，０００ 

※受取り報酬から天引きされた源泉徴収税の還付も同じ仕訳。 

 
 

消費税(課税事業者納付の)、固定資産税(事業用固定
資産に限る)、自動車税(事業専用割合に準ずる)など 

納入⇒「租税公課」 

還付⇒「雑 収 入」 

所得税、住民税、相続税、贈与税、国税の加算税･

延滞税、地方税の加算金・延滞金など 
納入⇒「事業主貸」 

還付⇒「事業主借」 

事業用資産に

ついての固定

資産税、自動車

税も経費科目 

租税公課で計
上できます。 

19 年分の経費

として計上して

いるので、20

年の支払い時に

は負債科目の

未払消費税の
減少となる。 

 

住民税、相続

税、贈与税など

も事業資産か

ら支払ったと

きは事業主貸
で仕訳。 


